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（７）ワクチンの接種状況 
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（８）道民・事業者等への要請内容の変遷 

※色区分 

 
 

  

第Ⅰ期 ～ 
（R2.1～R3.3頃）毒性、感染力等の特性が明らかでなかった時期から特性や感染が起きやすい状況に

ついての知見が深まり、地域・業種を絞った対策を講じた時期 

第Ⅱ期 ～ （R3.3頃～R4.1頃）アルファ株からデルタ株の変異株に対応した時期 

第Ⅲ期 ～ （R4.1頃～R5.5頃）オミクロン株に対応した時期 

 

年月日 要請内容等 

令和 2年 

2月 28日 

● 【北海道独自】「新型コロナウイルス緊急事態宣言」（2/28～3/19） 

・週末の外出を控えることを呼びかけ 

令和 2年 

4月 8日 

● 新型コロナウイルス感染症集中対策期間（4/8～4/16） 

・手洗いと咳エチケットの徹底 

・外出する際の３つの事項の確認 

・集団感染の要因となる「３つの密」を避ける 

令和 2年 

4月 17日 

● 「北海道」における緊急事態措置（4/17～5/25） 

・「手洗いの励行」と「咳エチケットの徹底」 

・生活の維持に必要な場合を除き、外出自粛。札幌市と他の地域との不要不急の往来自粛 

・「三つの密」（密閉・密集・密接）が重なる懸念のある集会・イベントの開催自粛 

・人と人との物理的な距離（互いに手を伸ばしても届かない距離）を保つ取組【ソーシャ  

 ルディスタンシング】を日々の行動において浸透させていく 等 

令和 2年 

5月 25日 

● 感染拡大防止に向けた取組（5/25～5/31） 

・不要不急の外出自粛、札幌市と他の地域との不要不急の往来自粛要請 

・施設の使用停止・催物（イベント）の開催停止（自粛）の要請 

・新しい生活様式の実践 

令和 2年 

5月 26日 

● 新北海道スタイル（5/26～R5.5/7) 

・北海道全体で感染リスクを低減させ、事業継続や拡大に繋げていくための新しいライフ 

 スタイルやビジネススタイル 

・5/26 「新北海道スタイル」キックオフミーティング開催 

・6/26 新北海道スタイル推進協議会設立 

令和 2年 

6月 1日 

● 感染症対策に関する基本方針（6/1～7/31） 

・「新北海道スタイル」実践による感染拡大の防止 

・施設の休業要請は「新北海道スタイル」の準備が整い次第解除 

・催物は、概ね３週間ごとに、段階的に規模要件緩和 

令和 2年 

8月 1日 

● 新北海道スタイル集中対策期間（8/1～9/30） 

・接待を伴う飲食店へ働きかけ 

・接待を伴う飲食店以外への働きかけ 

・宿泊・交通事業者への働きかけ 

令和 2年 

10月 28日 

● 集中対策期間（10/28～R3.3/7） 

・発熱や咳があるなど体調が悪い場合に外出を控える 

・飲酒を伴う場面などにおける感染リスクを回避する行動の実践（特に札幌市内での徹底） 

・マスクの着用など高齢者、基礎疾患を有する方等と接する場合の慎重な行動の実践 

・テレワークの推進や時差出勤などの更なる活用 等 

令和 3年 

3月 8日 

● 感染の再拡大防止に向けて（3/8～5/8） 

・感染防止行動の実践（３つの場面での行動のポイント） 

・道の取組（行動変容の定着に向けた普及啓発等、感染再拡大の予兆の探知等、予兆に対す 

 る迅速な対応） 
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年月日 要請内容等 

令和 3年 

5月 9日 

● 「札幌市医療非常事態宣言」を踏まえた重点措置（5/9～5/15） 

・札幌市内を対象区域に指定 

・飲食店、遊興施設に対し、酒類提供を行わない、時短（営業 20時まで）等を要請 

・大規模な集客施設に対し、時短（営業 20時まで）を要請 

● まん延防止等重点措置を踏まえた感染拡大防止の取組（5/9～5/15） 

・札幌市を除く全道域に札幌市との不要不急の往来自粛や基本的な感染防止行動の実践を 

 要請 

令和 3年 

5月 16日 

● 北海道における緊急事態措置（5/16～6/20） 

・全道に不要不急の外出を控えるよう要請 

＜特定措置区域：札幌市、小樽市、旭川市、石狩振興局管内＞ 

・飲食店等に対し、休業（酒類提供飲食店等）・時短（営業 20時まで）等を要請 

・大規模な集客施設に対し、時短（営業 20時まで）・土日祝日休業を要請 

令和 3年 

6月 21日 

● 北海道におけるまん延防止等重点措置（6/21～7/11） 

＜措置区域：札幌市内＞ 

・飲食店等に対し、時短（酒類提供 19時※営業 20時まで）等を要請 

 ※酒類提供は、人数要件、アクリル板の設置等一定の要件を満たした店舗に限る。 

・大規模な集客施設に対し、時短（20時）等を要請 

＜経過区域：小樽市、旭川市、石狩振興局管内＞ 

・飲食店等に対し、時短（酒類提供 20時、営業 21時まで）等を要請 

令和 3年 

7月 12日 

● 夏の再拡大防止特別対策（7/12～8/1） 

＜対象地域：全道域＞ 

・基本的な感染防止対策の徹底・感染リスクを回避できない場合、札幌市との不要不急の 

 往来を控える 

＜重点地域：札幌市＞ 

・感染リスクを回避できない場合、不要不急の外出や移動を控える 

・飲食店等に対し、時短（酒類提供 20時、営業 21時まで）等を要請 

令和 3年 

8月 2日 

● 北海道におけるまん延防止等重点措置（8/2～8/26） 

＜措置区域：札幌市内＞ 

・不要不急の外出や移動を控える 

・飲食店等は、酒類提供を行わない、営業時間は 5時から20時まで   

＜その他市町村＞ 

・札幌市との不要不急の往来を控える 

令和 3年 

8月 27日 

● 北海道における緊急事態措置（8/27～9/30） 

＜対象地域：全道域＞ 

・不要不急の外出を控えるよう要請 

＜特定措置区域：札幌市、小樽市、旭川市、石狩振興局管内＞ 

・飲食店等は、休業（酒類提供飲食店等）、酒類を提供しない飲食店の営業時間は 5時から    

 20時まで 

・大規模な集客施設に対し、時短（営業 20時まで）等を要請 

令和 3年 

9月 24日 

● 第三者認証制度受付開始（9/24～R5.3/20） 

・飲食店の感染防止対策に必要な事項の取組状況を確認し、認証 

・札幌市：9/24～  札幌市を除く石狩管内、小樽市、旭川市、函館市：10/1～ 

 その他地域：10/22～ 受付開始 
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年月日 要請内容等 

令和 3年 

10月 1日 

● 秋の再拡大防止特別対策（10/1～10/31） 

＜対象地域：全道域（期間：10/1～10/31）＞ 

・基本的な感染防止対策の徹底  

・感染リスクを回避できない場合、札幌市との不要不急の往来を控える 

＜重点地域：札幌市（期間：10/1～10/14）＞ 

・感染リスクを回避できない場合、不要不急の外出や移動を控える 

・飲食店等に対し、時短（酒類提供 19時 30分、営業 20時まで）等を要請 

※第三者認証店については、酒類提供 20時、営業時間 21時まで可能 

令和 3年 

11月 1日 

● 「冬の感染拡大防止に向けて」（11/1～） 

・特措法に基づく協力要請は終了（イベント除く）し、感染防止行動の呼びかけを実施 

令和 3年 

11月 30日 

● ｢年末年始における感染拡大防止に向けて｣(11/30～) 

・年末年始における感染拡大を回避するために、基本的な感染防止行動の呼び掛けを実施 

令和 4年 

1月 8日 

●  ｢冬期間における感染拡大防止に向けて｣ (1/8～1/26) 

・国内におけるオミクロン株の感染の広がりを踏まえ、道内での感染拡大を回避するため、 

 基本的な感染防止行動の呼び掛けを実施 

令和 4年 

1月 27日 

● 北海道におけるまん延防止等重点措置 (1/27～3/21) 

＜措置区域：全道域＞ 

・混雑している場所や感染リスクが高い場所への外出･移動を控える 

・不要不急の都道府県間の移動は極力控える 

・飲食店等に対し時短等を要請 

 (認証店) 営業 5時から 21時まで、酒類提供 11時から 20時まで、又は 営業 5時から 

20時まで、酒類提供しない 

 (非認証店) 営業 5時から 20時まで、酒類提供しない 

令和 4年 

3月 22日 

● ｢年度末、年度始めにおける再拡大防止対策｣ (3/22～4/17) 

・人事異動、進学などによる人の入れ替えに伴う感染拡大を回避するため、基本的な感染 

 防止行動を実践 

令和 4年 

4月 18日 

● ｢春の感染拡大防止に向けた道民の皆様へのお願い｣ (4/18～) 

・感染力が強いとされる BA.2系統への置き換わりが懸念される中、感染の急拡大を防いで 

 いくため、道民の皆様に特に３つの行動（普段から、飲食では、感染に不安を感じる時 

 は）のご協力をお願い。 

・道民や来道者に対して、３つの行動やワクチンの３回目接種など、ゴールデンウィークに 

 実践いただきたい行動を呼び掛け(4/27～) 

令和 4年 

5月 27日 

● 感染拡大防止に向けた道民の皆様へのお願い（5/27～) 

・３つの行動とワクチンの接種 

・イベント開催についての要請 

・マスク着用の注意点 

令和 4年 

8月 10日 

●  BA.5対策強化宣言である「夏の感染拡大防止パッケージ」(8/10～31) 

・道が中心に取り組む「保健・医療提供機能の十分な発揮」と道民等が取り組む「感染防止 

 行動の徹底とワクチンの接種」、事業者等が取り組む「感染防止対策と社会経済活動の両 

 立」を呼びかけ 

令和 4年 

9月 1日 

● 「医療のひっ迫と感染の拡大を防ぐ取組」※BA.5対策強化宣言継続 (9/1～30) 

・緊急避難措置としての全数届出の見直しを行わず、健康フォローアップセンターの機能や 

 体制の検討を行うなど、必要な対応を加速 
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年月日 要請内容等 

令和 4年 

10月 1日 

● 「全数届出の見直しに対応した取組の推進」(10/1～) 

・自宅療養者へのサポートの強化など、道としての取組を推進。道民や事業者に、引き続 

き、基本的な感染防止行動の実践とワクチン接種などを呼びかけ 

・10月中旬以降の来道者の増加を見越し、全数届出の見直し後の新たな療養支援につい

て、あらかじめ観光事業者等と認識を共有 

令和 4年 

11月 18日 

● 道民の皆様へのお願い（11/18～） 

・基本的な感染対策の再底 

・オミクロン株対応ワクチンについて速やかな接種を検討 

・高齢者や基礎疾患を有する方と接する場合、検査を受ける 

令和 4年 

11月 25日 

● 道民の皆様へのお願い（11/25～） 

・基本的な感染対策の再底 

・オミクロン株対応ワクチンについて速やかな接種を検討 

・事業者の方々へ業務家族計画の策定・点検 

令和 4年 

12月 15日 

● 「年末年始における感染拡大防止に向けて」（12/15～） 

・感染リスクが高まる３つの場面における５つの行動について呼びかけ 

・季節性インフルとの同時流行に備えた外来医療提供体制の整備や検査体制の確保、観光 

 事業者や観光客への感染防止対策について呼びかけ 

令和 5年 

1月 13日 

● 「冬の感染拡大防止に向けた道民の皆様へのお願い」（1/13～） 

・基本的な感染防止行動の徹底、特に冬のイベント参加時における一層の徹底 

・日頃からの備えとワクチン接種の検討 

令和 5年 

2月 10日 

● マスク着用は個人の判断が基本となります（2/10～） 

・受診時など、周囲の方に感染を広げないためにマスクを着用 

・高齢者等は、ご自身を感染から守るためにマスク着用が効果的 

令和 5年 

3月 13日 

● 「道民の皆様へのお願い」（3/13～） 

・年度末・年度始めにかけて、基本的な感染対策を含め、感染に不安を感じるときや症状が 

 あるときの行動について再確認を呼びかけ 

令和 5年 

4月 21日 

● ５類感染症に移行します（5/8～） 

・移行後の基本的感染対策は個人や事業者の判断が基本 

・症状があるときは、かかりつけ医または健康相談センターに相談 
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＜道民・事業者等への要請と人流等の状況＞ 
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（９）感染対策と経済活動の両立に向けた需要喚起 
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（10）事業者等への支援 
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（11）生活に困窮される方々への支援 
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